
はじめに

2022 年は激動の一年だった。ロシアのウク

ライナ侵略は，戦後国際秩序の根幹を否定し，

甚大な人的被害をもたらし，供給ショックを与

え世界経済の脆弱性を高めた。先進諸国は，結

束してウクライナ支援を継続している。東アジ

アでは，中国が弾道ミサイル 5発を日本の排他

的経済水域内に落下させ，中露が日本周辺で共

同行動を重ね，北朝鮮が異常な頻度でミサイル

を発射した。「ウクライナは明日の東アジアか

もしれない」1)。岸田首相がウクライナ支援を

呼びかけた言葉の現実味が高まった。イエスマ

ンに囲まれた独裁者が不合理な決断で侵略戦争

を起こし資源供給を武器化した事実は，10 月，

指導者個人に権力を集中させ，「祖国の完全統

一は必ず実現しなければならず，必ず実現でき

る」2) と台湾統一へのコミットメントを強く示

した中国のリスクを改めて意識させた。12 月，

日本は戦後の安全保障政策を大きく転換し，

2023 年 1 月，日米首脳3) は，日本の取組が「イ

ンド太平洋及び国際社会全体の安全保障を強

化」，「日米関係を現代化するもの」となり，

「日米の安全保障同盟はかつてなく強固」であ

ると宣明した。
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中国のただ乗りを

止めるために

国際秩序の動揺を受け，先進諸国は，安全保障政策面で結束を強化しているが，通商政策面での連携は限定

的である。米国にとっては，国際秩序の修正を図る中国に軍事的優位，その基礎となる技術的優位を決して明

け渡さないことが至上命題であり，2022年 10月には，高性能半導体や先進半導体製造装置などの中国への

供給を事実上禁止する厳しい輸出規制を導入した。これに対し中国は，供給網の隘路である「鍵となる中核技

術」の「自給化」に拍車をかけている。欲しい技術を持つ外国企業を誘致し様々な形でその技術を移転させ中

国の同業が育つと扱いを不利にするという一連の仕組みがある。自給化は，日本企業が強い部素材，製造設備

にも照準を合わせている。現在の通商秩序は，中国が，一方で強制技術移転や国家補助など不公正な措置で先

端産業を発展させてもルール違反を咎められず，他方で自由貿易の恩恵を受け急速に富国強兵化している，と

いう非対称な構造になっている。日本は，米欧や同志国と最大限連携しつつ「自分の国は自分で守る」姿勢

で，新しいルールの形成に取り組み，外国の攻撃的措置への対抗・防御の体制を強化する必要がある。



2022 年には通商秩序の軋みも顕著になった。

数年来の米中対立やコロナ禍が供給網に与えて

いた混乱に，ロシアの侵略が拍車をかけた。重

要物資の供給を自国（on-shoring）や近隣諸国

（near-shoring）のみならず，信頼できる国々

に移す “friend shoring” 4) が進んでいる。5 月

に発足した「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」

には，供給網の強靭化に加え，デジタル経済，

クリーンエネルギー・脱炭素化など，新しい取

組が盛り込まれた。しかし，総じてみると，安

全保障面とは異なり，通商面での先進諸国の連

携は限定的である。米国は，対中競争を念頭

に，8 月に成立した「CHIPS および科学法」

や「インフレ抑制法」（IRA）に基づき，国内

産業・技術強化に向けた大規模な支援策を導入

し，10 月には高性能半導体や先進半導体製造

装置などの中国への供給を事実上禁止した。バ

イデン政権は，前政権に比べ同盟国・同志国を

尊重する姿勢を示すが，優遇対象の原産地規則

や輸出規制の域外適用など同盟国・同志国への

影響甚大な要素を含む政策について各国との調

整よりも迅速な実施を優先している。12 月，

世界貿易機関（WTO）対米貿易政策検討会合

では，欧州連合（EU）の大使が「米国の通商

政策には国内部門の利益を優先させる強い内向

き傾向がある」5) と述べた。以下，米中の地政

学的競争，特に技術覇権競争の側面が通商秩序

に与える影響と日本のとるべき対応について検

討したい。

Ⅰ 地政学的競争に対する米国の戦略

米国は，オバマ政権当時から中国との競争を

意識し，「環太平洋パートナーシップ」（TPP）

協定を重要なツールと位置付けた。議会に貿易

促進権限（TPA）を求めた 2015 年一般教書演

説では，「中国は世界最速の成長地域のルール

を作りたがっている。それではわが国の労働者

や企業に不利になる。我々がルールを作るべき

だ」6) と訴えた。オバマ政権は，TPAを得て難

航した交渉を妥結させたが，協定批准法案を議

会に提出できずに終わり，トランプ政権は，発

足直後に協定から離脱した。その後，日本が主

導し残り 11カ国で成立した「環太平洋パート

ナーシップに関する包括的および先進的な協

定」（CPTPP）への中国の加入申請や「地域的

な包括的経済連携」（RCEP）の合意を受け，

米国の CPTPP 参加を求める声7) や，IPEFに

ついて「市場アクセスを含み拘束力ある新しい

貿易ルールを伴わなければ中国に対抗できな

い」との批判8) が高まった。これに対しタイ通

商代表（USTR）は，「自由貿易協定（FTA）

は 20 世紀のものだと過去 5〜7 年で学んだ，

我々が追求した貿易協定は，規模が余りに大き

く経済上の利益と損失が余りに偏っていたため

自らの重みで崩壊した」と述べた9)。バイデン

政権の通商政策は，「労働者と地域社会に大規

模な投資を行うまで新たな通商協定は一切結ば

ない」10) という大統領選挙公約どおりとなって

いる。

通商協定を封印している米国は，中国との競

争をどう捉え，どう臨むのか。2022 年 10 月の

「国家安全保障戦略」11)（NSS）は，現下の地政

学的競争をロシアの侵略で決定的に終焉した

「ポスト冷戦の時代」の「次に来るもの」を形

作る競争と捉える。米国のビジョンは，「民族

自決，領土保全，政治的独立という基本原則が

尊重」され，「情報が自由に流通し，普遍的人

権が擁護され，世界経済で公平な競争の場が確

保され，万人に機会が与えられる」「自由で開
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かれ安全で豊かな世界」である。これに立ちは

だかるのが，「権威主義的な統治と修正主義的

な外交政策を併せ持つ大国」による侵略戦争，

民主主義政治過程への干渉，技術や供給網を活

用した強制や抑圧，非自由主義的な国際秩序モ

デルの輸出である。中露は，「冷戦後の国際秩

序から大きな恩恵を受けたにもかかわらず」，

その秩序の拡大は「自らの体制を脅かし野望を

封じると判断し」，「個人への権力集中と抑圧が

特に強い自らの独裁体制」に都合良く「国際秩

序を作り変えようとしている」。そして，中国

を「国際秩序を再構築する意図と，その目標を

推進するための経済力，外交力，軍事力，技術

力を併せ持ち，その能力を高めている唯一の競

争相手」と認識している。

NSSは，地政学的競争の時間軸を「今後 10

年が決定的」とし，「今が変曲点」，「今日の選

択と優先順位が長期の競争力を左右する」，「一

刻の猶予もない」とする。この切迫感は，中国

の軍備増強の加速に由来する。NSS は，米軍

は「中国を pacing challenge12) として抑止力

を維持強化するよう至急行動する」とし，その

背景を「国家防衛戦略」13)（NDS）は，「中国が

米国の軍事的優位の解消に集中し人民解放軍を

全面的に拡大・近代化した」と説明する。2017

年秋の共産党大会での習主席報告14) は，「2035

年までに国防と軍隊の基本的な現代化」を達成

し「今世紀半ばまでに人民軍を世界一流の軍

隊」にするとしたが，2020 年秋の党中央委員

会総会（十九期五中全会）で採択された 14 次

5カ年計画（「十四五」）と 2035 年長期目標に

関する建議15) は，「訓練と戦争への備えを全面

的に強化し，国家の主権，安全，発展の利益防

衛の戦略能力を高め，2027 年に “建軍百年奮

闘目標” の実現を確実にする」とした。これ

は，「人民解放軍が台湾を奪取する能力を持つ

ための近代化計画の 2035 年から 2027年への前

倒しを求めた」と理解されている16)。これに

ついて，2022 年 10 月，米海軍作戦部長は，

「中国が過去 20 年間目標を前倒しで達成してき

たことを踏まえると，2027年というなら 2022

年，2023 年の可能性も排除できない」と述べ，

「米海軍は，即応性を優先し，能力向上は二次

的，長期的な目標とする必要がある」とし

た17)。また，ブリンケン国務長官は，中国共

産党大会における習主席の報告18) の翌日，「近

年，中国の対台湾アプローチに変化があり，現

状はもはや受け入れられない，従来よりもずっ

と早く（on a much faster timeline）統一を目

指すという根本的判断がなされた，平和的

（peaceful）手段がうまくいかなければ，強制的

（coercive）手段，それがうまくいかなければ，

武力的（forceful）手段をとるかもしれない。

これがとてつもない緊張を生み出している」19)

と述べた。ただし，2022 年 12 月 30 日，秦・

前駐米中国大使が外交部長に就任して以来，中

国の対外強硬路線に変化の兆しが見られるとい

う見方があることに留意する必要がある。

Ⅱ 技術覇権競争の激化

軍の近代化を支えるのは技術である。NDS

は，人民解放軍が「宇宙・対宇宙・サイバー・

電子・情報戦の能力を急速に進歩，統合」させ

ているとし，NSS は，米軍の「サイバー・宇

宙領域での応用，ミサイル阻止能力，信頼でき

る AI，量子システム等の先進技術」への投資

を挙げ，両者のせめぎ合いが示される。サリバ

ン大統領補佐官は 9月，「今後 10 年間，並外れ

て重要な一握りの技術」として，コンピュー
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ティング関連技術（マイクロエレクトロニク

ス，量子情報システム，AI など），バイオ技

術・バイオ製造，クリーンエネルギー技術の 3

群を挙げ，「技術で米国を追い抜くため無尽蔵

な資源投入を厭わない」競争相手や先進半導体

の基盤的性質などを踏まえ，輸出管理政策にお

いて競争相手との間で確保すべき先行期間

（lead）を「2世代程度」から「可能な最大限」

に変更すると述べた20)。

10 月に公布された輸出管理規則（EAR）改

正21) は，この新方針を具体化し，「中国が先進

コンピューティングチップを入手し，スーパー

コンピュータを開発，維持し，先進半導体を製

造する能力を制限する」22)，極めて厳しい輸出

規制を導入した。商務省産業安全保障局（BIS）

は，背景として，中国が「エクサスケールの

スーパーコンピューティングシステムを急速に

開発し，2030 年までに AIの世界的リーダーに

なる意思」を示し，これら先進システムを「軍

事的意思決定・計画・兵站や自律軍事システム

の速度・精度向上」，「核兵器，極超音速ミサイ

ルなど大量破壊兵器を含む兵器の設計・試験の

計算改善や戦場における影響分析」，「市民を監

視・追跡する高度な AI監視ツール」などに用

いていること，これら先進システムを「高度な

集積回路（IC）が作動可能にする」ことを挙

げた。

この改正は，2019年 5 月の米国内情報通信

インフラの信頼性確保に関する大統領令23) に

より中国の華為技術をエンティティリスト24)

に掲載して以来進化させてきた手法を拡大して

組み合わせ，規制の実効性向上を図っている。

第一に，①先進コンピューティング用等の一定

の高性能半導体25)等及び関連ソフトウェア・

技術や一定の半導体製造装置及び関連ソフト

ウェア・技術26) の中国向け輸出・再輸出・同

一国内移転（輸出等）を原則不許可としただけ

でなく，②中国におけるスーパーコンピュー

タ27) や先進半導体（一定の技術的閾値を超え

る IC28)）の開発・製造に使われる一定の品目

（前者は高性能半導体等，後者は半導体製造装

置及び関連ソフトウェア・技術29)等に加え幅

広い品目）の輸出等を規制する最終用途規

制30)，③先進コンピューティング，スーパー

コンピュータ関連の中国事業体のエンティティ

リストへの追加，④外国産品目（foreign pro-

duced）であっても，米国製の一定の技術・ソ

フトウェアを使ってできた「直接製品（direct

product）」であるか，またはそれ自体が「直

接製品」である工場（またはその主要構成部

分）で生産された場合は，その輸出等を規制す

る外国直接製品規制31) を組み合わせることで，

供給網の川上（半導体製造）から川下（スパコ

ン等）までを捉えるとともに，主要な半導体受

託製造企業が台湾に存在する等の実態を踏まえ

て介入の接点を確保した。第二に，①エンティ

ティリストの活用に加え，②上記の最終用途規

制について純粋の民生用途の場合も対象とした

こと，③中国の先進半導体の開発・製造に対す

る米国企業・団体・人（永住権を有する外国籍

者を含む）（以下「米国人」）による支援につい

て BISが通知する（inform）手続き32) により最

終用途に関する当事者の認識に関わらず規制対

象としたことで，中国の軍民融合戦略が軍民両

用品目の軍事転用リスクを高めたことに対処し

た。第三に，①中国の半導体工場が先進半導体

を製造しているかが不明な場合も半導体製造装

置の供給を原則不許可としたこと，②ホスト国

政府の非協力により最終用途が確認できず 60

日間経過した場合はエンティティリストに掲載
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するとした33) こと等で，中国の事業体や政府

に実態把握に協力する誘因を提供している。

今回の改正によって，トランプ政権当時の個

社を標的にしたメッセージ重視のアプローチか

ら，「今後 10 年間，並外れて重要な一握りの技

術」については「中国全土」を対象に米国技術

の貢献をなくすアプローチに移行し，本格的な

技術覇権競争に対応した道具立てを用意したと

いえる。BIS は，AI，量子情報科学，バイオ

テクノロジーなど他の重要技術の対中輸出規制

強化を検討しており34)，今回の仕組みが他分

野に展開される中で一層の実効性が追求される

と考えられる。

Ⅲ 中国の「自給化」政策の先鋭化と

その影響

中国側はどうか。2018 年 4 月の中興通訊

（ZTE）のイラン・北朝鮮禁輸違反を理由とす

る米企業の取引停止（同年 7月解除）は，中国

に衝撃を与えた。翌 5 月習主席は，「基盤とな

る基礎技術と基礎プロセス能力が不十分で，産

業用マザーマシン，ハイエンドチップ，基礎ソ

フトウェアとハードウェア，開発プラット

フォーム，基礎アルゴリズム，基礎部品，基礎

材料などの隘路は依然として顕著で，「鍵とな

る中核技術（关键核心技术）が他に握られてい

る状況は根本的に変わっていない」，「鍵となる

中核技術を自分の手中に掌握して初めて，国家

経済の安全保障，国防の安全保障などを根本的

に守ることができる」と述べ，単なる国産化に

とどまらず中国企業が自前で国内生産すること

（以下「自給化」と呼ぶ）を督励した35)。2019年

5 月米国大統領令による華為技術のエンティ

ティリスト掲載は，中国の取組に拍車をかけ

た。2020 年 4 月，習主席は，国内市場を成長

の基礎とし，世界を中国に依存させ，供給網の

断絶を抑止すると共に，いざと言うときに国内

で自給できる体制を確保するとの方針を打ち出

した36)。

米中経済のデカップリングの発端について

は，「トランプ政権が火種を提供したにせよ，

中国が作った火薬庫の発火は必然だった」37)

という見方がある。在中国欧州商工会議所

（EUCCC）の報告書は，中国は「改革開放初期

以来」市場障壁を維持し「世界経済との相互依

存関係を高度に戦略的，限定的に管理し」，「中

国製造 2025 は，根深く広範な支援体制の氷山

の一角に過ぎず」，「膨大な国家補助装置，国家

的企業に及ぶ保護主義，経済協力開発機構

（OECD）の規範や原則に合わせようとしない

中国政府の近年の自信に満ちた態度」などが相

まって，現在の「相互依存の危機」を駆り立て

たとする。

EUCCC 報告書は，欧州企業の長年の経験を

総括すると，隘路を克服できる技術（半導体や

ソフトウェア）や川上の投入財を提供できる企

業（化学や機械）が従来以上に中国市場で歓迎

される反面，供給網の最上流など戦略的に重要

な分野（情報通信技術・電気通信）では，当初

は歓迎されたが中国の同業が育つと一転して不

利に扱われるという中国の政策の「全体像

（The Big Picture）」が見えるとした。重要技

術等を持つ外国企業に奨励策を提供し誘致し，

政府調達の条件等で徐々に技術を移転させ，国

内企業が育つと様々な制限をかけ追いやる。

個々の企業はこの全体像が見えないまま取り込

まれていくことになる。複合機など情報通信機

器の政府調達では，工業情報化省が作成する非

公開の目録への掲載が条件とされ，そのために
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は「非外資」「中国で生産」「中国で設計・デザ

イン」「自社で製品機能を試験可能」「アフター

サービス可能」であることが求められ，さらに

例えば「非外資」であるためには外資比率

20％以下，社長もその配偶者も中国籍などの詳

細点検項目があるとされる。点検は，工業情報

化省の担当者が企業を訪れ，紙は渡さず口頭で

行われ，外資企業の商品はまず採用されないと

いう38)。中国の産業政策の不透明性の顕著な

例である。また，中国が求める「国内生産」と

は，中国で生産すれば内資外資問わない属地主

義ではなく，中国人による中国国内での自前の

生産であり，供給網の自己完結化であることが

現れている。

米中競争によって加速した中国の自給化政策

は，日本が強い部素材，製造設備にも照準を合

わせている。2020 年 9月に公表された戦略的

新興産業育成政策39) は，次世代情報技術産業

の高度化・効率化に向けた基礎材料・主要チッ

プ・ハイエンド部品等の中核技術の研究加速，

ハイエンド設備製造産業と新素材産業の弱点克

服の加速など，日本企業に優位性がある分野を

重点としている。2020 年 8月に米国の外国直

接製品規制強化で華為技術への迂回が封じられ

た後，10 月の十九期五中全会で建議が可決さ

れ翌年 3 月に採択された「十四五」綱要40) で

は，「第 8章 製造強国戦略の徹底的な実行」に

おいて「経済性と安全性の両立を堅持」，「より

安全で信頼できる産業供給網を形成」，「産業網

の重要部分が国内に留まるよう誘導」などが挙

げられた。経済的安全保障強化の一環と位置付

けられたことで，重要産業の自給化が加速され

た。この頃から多額の公的支援を背景としたと

みられる製造設備・原材料供給企業の買収の動

きが活発になっている。2021 年 1 月には「基

礎的電子部品産業発展行動計画」が出され，最

近改めて自給化の鍵となる中核技術41) として

製造設備42)，部素材43) が強調され44)，政府調

達の基準よりも幅広く用いられる国家標準にお

いて，中核部品の中国国内での設計，開発，生

産を要求する動きがみられる45)。まさに「十

四五」にいう「産業網の重要部分が国内に留ま

るよう誘導」している。

中国は，自給化に必要な技術を有する業種を

投資奨励対象として誘致を図っている。深圳か

らの来訪者の表敬を受けた孔駐日中国大使の

「日本は強力な製造業国であり，世界の産業

網・供給網で重要な地位を占めている，日本の

半導体，バイオ産業，生命科学技術，新素材な

どの分野の高度な技術を中国の巨大データ，巨

大市場，豊富な資本と組み合わせれば非常に良

い補完効果を発揮するだろう」との発言46) は，

中国が日本に求めているものを明確に示してい

る。日本はこれまで主要産業が次々に韓国，台

湾などに追い上げられ優位を明け渡してきた。

現在残っているニッチトップの部素材や製造装

置は，ノウハウで守られ再現困難なため優位を

保てており，供給網における隘路を握ってい

る。これらが，潤沢な公的支援を背景とした高

額での買収や中国市場での強制技術移転などに

よっていったん失われてしまえば，取り返しの

つかない国家的損失となる。

中国では，前述した米国の先進半導体等の輸

出規制の厳格化と日米などの協力関係強化に対

抗し，半導体の製造を強化する新たな指示が出

され，①半導体の製造装置や材料の技術の入

手，必要に応じ外国企業の買収，②世界で需要

が多い低価格帯製品の生産への大規模投資が求

められたと報じられている47)。②は，国際市

場で価格競争を激化させ，他国のメーカーの経
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営体力を奪う，過剰設備能力（overcapacity）

戦略とされる。日本政府が支援して誘致した台

湾積体電路製造（TSMC）のボリュームゾーン

の収益を悪化させる恐れがある。

Ⅳ 中国の産業政策と既存の通商秩序

このような中国の行動は，既存の通商ルール

で是正できるのか。

戦後の通商秩序の確立を主導した米国は，中

露を初めて競争相手として名指しした 2017年

の米国国家安全保障戦略48) において，「競争相

手を国際制度やグローバルな通商に参加させれ

ば，善良で信頼できるパートナーに変わる」と

いう「過去 20 年間の政策」の前提は「誤りだっ

た」として，関与政策の終わりを宣言した。当

時の USTR の議会報告49) は，WTO 加盟後の

中国は，加盟議定書に従って国家主導の政策と

慣行を解体するどころか，中国製造 2025等さ

らに問題の大きいものに置き換えた，今や最も

問題のある市場歪曲行為の多くは WTO ルー

ルが及ばない，WTOは元々国家主導経済を想

定していない，紛争解決手続は，加盟国同士の

善意の紛争を狭い範囲で対象とするもので個別

問題には対処できるが，WTOシステムの根幹

と広範に対立する体制には対処できない，中国

は，開放的システムの恩恵に浴しつつ，技術覇

権獲得に向け重商主義的産業政策を追求し続け

ると決意している，「米国が中国のWTO 加盟

を支持したことが誤りだった」としている。

5 年経ち，米国の基本認識は変わっていな

い。NSSは，「グローバリゼーションについて

は，国内・国家間不平等の拡大，中国の台頭，

既存ルール対象外の新技術などの変化に対処す

るための調整が必要で，従来の FTAを超えた

取組が必要」としているが WTO への言及は

ない。米連邦議会の諮問機関である米中経済・

安全保障検討委員会（USCC）は 2022 年 11

月，「中国がWTO 加盟議定書の精神と文言か

らさらに遠ざかり，その補助金，過剰生産能

力，知的財産（IP）窃盗，保護主義的な非市場

政策」が害を及ぼし続けており，「長年にわた

る非市場的行為に関する規則の不備と麻痺は，

WTO が中国の慣行に起因する課題に適切に対

処できないことを示している」として，米国の

アプローチは，中国の国家資本主義を変えよう

とするのでなく，自らが強靭になり害を受けに

くくなることであり，WTOが対処できなかっ

た領域において同盟国と共に個別のテーマや分

野に沿った新しい協力の場を作ることなどが考

えられるとしている50)。

中国の政策を通商ルールで是正する際の課題

は，第一に，ひとたび加盟すれば，その後の

ルール強化に対し拒否権を持てるため，既存の

ルールの文言に違反しない手法を開発すること

で，ルールの適用を回避できることである。第

二に，より根本的には，政策の不透明性が問題

となる。中国は，補助金を不透明な経路で支給

し，技術移転を取引の条件として国内企業から

要求させるなど，政府の関与の証拠が残らない

ように留意している。WTO ルールのみなら

ず，WTOに実体規律と執行メカニズムの両面

で事実上依拠する FTA，経済連携協定

（EPA）においても，ルール違反の証拠を提出

できなければ紛争処理手続を活用できない。あ

たかも半透膜の向こう側にいるかのような中国

は，一括合意で受け入れたルールのうち，どの

ルールを守るかを事実上選べる状態にあるので

はないか。
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Ⅴ 中国のただ乗りを止めるために

現在の通商秩序は，中国が，一方で国家主義

的政策を推進し強制技術移転や国家補助などを

行いながら先端産業を発展させてもルール違反

を咎められず，他方で自由貿易の恩恵を受け急

速に富国強兵化している，という非対称な構造

になっている。さらに，中国は，そのような

「ただ乗り」によって得た力を，現在の国際秩

序を異なる価値観によるものに修正するために

使っている。中国が変わるという期待を捨てた

米国の発想は，中国がルールを超越して振る

舞っている以上，古いルールに縛られても仕方

ない，というものであろう。

米国は，輸出規制強化がそうであったよう

に，安全保障上必要だと考えればスピードを重

視して単独で行動するであろう。安全保障を理

由とする措置が WTO 紛争処理手続で問題と

されパネルで敗訴しても，現在は米国自身の反

対により紛争処理の「上級委員会」が不在であ

り，上訴が機能しないので結論は出ない。米国

の WTO 担当大使は，米国の考え方を大筋以

下のように説明した。「代表民主制である米国

の政府は，人々が消費者と同時に労働者でもあ

り，雇用とそれがもたらす社会的絆が家族や地

域社会の基盤であり，現実世界の競争条件は公

平でないことを踏まえ，政策の利益を国民に説

明しなければならない。安全保障に関わる政策

について何が必要かは米国が判断する。それが

主権の根本的な属性である。今日の自分の話

は，一国主義や保護主義の政策を求めているの

ではない。WTOルールも変化に適応し進化し

なければならない」51)。

これに対し，米国以外の多くの国々の発想

は，異形の大国とはいえ，中国と一定の関係は

保ち続ける必要があり，完璧ではなくてもある

程度のルールの規律のもとに中国を置くことが

重要であり，WTOはその観点からまだ相当の

利用価値がある，米国と異なり単独で中国と張

り合える国力がない以上，中国を極力ルールの

中で縛りたい（もちろん自分も縛られる）とい

うものであろう。EUが中心となって設立され

た多国間代替上訴手続（MPIA）合意52) は，

まさにこの発想に由来する。

米国の対中輸出規制については，米国外の企

業は直接製品規制の域外適用を受けるが，本

来，同志国の協調により各国で同等の規制が行

われることが望ましい（これにより，規制内容

は同等だが，米国政府に申請することに伴う不

確実性などの負担を取り除くことができる）。

既に中国が WTO 紛争を提起しているとこ

ろ53)，MPIA 参加国は，米国よりも慎重に

WTO整合性に留意して設計した措置を講じる

ものと考えられる。日本としては，米国との協

調を大前提としつつ，MPIA 参加など WTO

の機能を回復させる努力を尽くすことが適切で

あろう。それは，例えば，米国と協調する中で

日本が主体的に判断し設計して実施すると決め

た措置のWTO整合性が否定された場合には，

コストを覚悟しながら必要な政策を維持するた

めの道を探ることを意味する。

日本の国家安全保障戦略は，多国間関係の中

で中国に向き合う姿勢として，周辺国・地域と

の諸懸案の解決に向けた取組として「同盟国・

同志国や国際機関等と連携し，中国が，国際的

なルール・基準を遵守し，自国の透明性と予見

可能性を高め，地球規模課題等について協力す

べきは協力しつつ，その国際的な影響力にふさ

わしい責任ある建設的な役割を果たすように促
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す」としている54)。中国に変化を促すために

は，そのレバレッジをどう確保するかが課題に

なる。USCCは，対中レバレッジを回復する観

点から，「1999年米中市場アクセス合意の順守

状況を検証し，逸脱があれば最恵国待遇

（MFN）を中国に恒久的に与える恒久正常通商

関係（PNTR）待遇を停止する法案を検討す

る」と提言しているが，経済的影響が大きいこ

とから，政治的合意の形成は容易でない。

TPPは元々WTOの外で対中レバレッジを確

保する狙いがあったが，米国の復帰は当面見込

めず，CPTPPに対する中国の加入申請にどう

対処するかが重要になる。CPTPP締約国は，

英国の加入にあたって，① CPTPPのルール全

体を受け入れ，適合しない国内制度は改革する

こと，②ルール遵守の実績，加入後にルールを

遵守し続ける意思と能力への信頼，③透明性，

予測可能性，信頼性を推進する明確なコミット

メント，④最も高い水準の市場アクセス約束の

提供，⑤市場志向の原理を推進し，保護主義，

不当な貿易制限措置の使用，経済的威圧に対抗

する志の共有，⑥高いスタンダードのルールの

前進に貢献する意思と能力などを求めた55)。

交渉のレバレッジは加入時点が最大であるた

め，表面的なルール適合のみならず，今後締約

国として共にルールを発展させていく仲間とし

てふさわしいか見極めるプロセスと評価され

る。かつて USTR が指摘した「中国政府が市

場型競争に真にコミットしない限り，WTOの

強制措置だけであの経済規模の国に大きな影響

は与えられない」56) という中国WTO加盟の教

訓を活かす時である。

ただし，CPTPPの高い水準を維持し，中国

が市場型競争にコミットしない限りその加入を

受け入れないこととしても，中国が CPTPPに

加入するために政策を根本的に変えることは期

待されない。そこで，以下の 2つの取組が必要

である。

第一に，腰を据えて，中国に対するレバレッ

ジが働く構造を作り出すことである。当面は，

IPEFや日米欧三極など同志国との連携・協調

の場で，NSS でも強調されていた「公平な競

争条件を作り出すためのルール」など新たな

ルール作りの具体化が課題となる。その内容に

応じて最も相応しい枠組みを柔軟に設計すれば

良い。CPTPPについては，民主主義といった

政治的価値を共有しなくともルールに基づく国

際秩序を維持強化していく意思を共有する仲間

を広げていくことが重要である。TPPへの米

国の復帰は，米国が当面動かないにせよ，日本

としてはその選択肢を維持し米国に呼びかけ続

けるということであろう57)。

第二に，米中の地政学的競争が軍事・外交の

みならず経済・技術・貿易などに深く関わりな

がら激化し，同盟国である米国との緊密な連携

が必要となる以上，外国の攻撃的な貿易措置等

に対する防御や抑止の体制を整えることが欠か

せない。一つは，同志国と連携し経済的威圧に

対抗する枠組の構築である。これについては，

前述の MPIAに関連して述べた覚悟が必要と

なる。もう一つは，中国の自給化の加速に対

し，日本の重要技術や産業を守る対策の強化で

ある。日本固有の重要技術についての対中技術

流出は，日本が自らその防止に取り組むしかな

い。ウクライナの奮闘が示した「自分の国は自

分で守る」ことの大切さは，軍事と非軍事の境

界が曖昧になり，既存の通商秩序が他国の攻撃

的措置を防止できない今日，経済外交において

も当てはまるのではないか。日本固有の産業に

ついて中国の過剰設備能力による圧迫など，中
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国の市場歪曲措置が日本に向けられ，米国が当

事者にならない場合はどうするか。それに実効

的に対処しようとすると WTO ルールとの抵

触が問題となる場合はどうするか。ルールをぎ

りぎりまで尊重する姿勢を示しつつ，具体的に

不公正な措置に対処するためやむを得ない場合

については，同志国と連携しルールの改定案を

提示するなどして国際世論を喚起しつつ，十分

な説明を尽くして必要な措置を取るべきであろ

う。

現在の非対称な，正直者が馬鹿を見るような

構造は健全ではない。ルールが環境変化に合わ

せて機動的に改定できない過渡期においては，

矛盾との共存を受け入れる他ない。これまで

ルールを大切に遵守してきた日本こそ，各国の

信頼を得て，時代に合わせてルールを進化させ

ていけるダイナミズムを通商秩序全体に回復さ

せる役割を果たすことができるのではないか。
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築」58) する。安全保障戦略のみならず，通商戦

略においても大切な心構えであろう。
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